
鉾田市自動車運転代行業継続支援金交付要綱 

令和３年４月 12 日 

鉾田市告示第 73 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコ

ロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染

する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。）の拡大

に伴い、売上の減少が長期化している自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

（平成 13 年法律第 57 号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する自動車運転代

行業者（以下「自動車運転代行業者」という。）の営業継続を支援することで市民の交

通手段を確保するとともに、車内の衛生的な環境の確保を推進することで感染拡大の防

止を図るため、予算の範囲内において自動車運転代行業継続支援金（以下「支援金」と

いう。）を交付することについて、鉾田市補助金等交付規則（平成 17 年鉾田市規則第 37

号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（支援対象事業者） 

第２条 支援の対象となる者（以下「支援対象事業者」という。）は、令和２年６月１日現

在において茨城県公安委員会の認定を受けて市内に主たる営業所を置く自動車運転代

行業者とする。 

（交付の条件） 

第３条 支援対象事業者は、交付申請の日において、次の各号のいずれにも該当する事業

者とする。 

(1) 令和２年６月から令和３年２月までの売上額の合算額が、前年同月の売上額の合

算額と比較して減少していること。 

(2) 感染防止対策を実施すること。 

(3) 今後において事業を継続する意思を有すること。 

(4) 市税等の滞納がないこと（市から徴収猶予を受けている場合又は市と納付誓約を

締結している場合を除く。） 

(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が鉾田市

暴力団排除条例（平成 23 年鉾田市条例第 13 号）に規定する暴力団、暴力団員及び暴

力団関係者に該当、関与していないこと。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、１事業者当たり基本額 20 万円に令和３年２月 28 日時点で茨城県

公安委員会に届出をしている随伴用自動車（法第２条第７項に規定する随伴用自動車を

いう。）１台当たり１万円を加算する。 

（支援金の申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鉾田市自動車運

転代行業継続支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、

市長が定める期間内に市長に提出するものとする。 

(1) 茨城県公安委員会の認定を受けていることを証する書類の写し 

(2) 令和２年６月から令和３年２月までの売上額及び前年同月の売上額が確認できる



書類の写し 

(3) 保有車両が確認できる書類の写し 

(4) 誓約書兼同意書（様式第２号） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定及び確定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る支援金交付の適否

を審査し、適正と認めた場合は、交付すべき支援金の額を確定し、速やかに鉾田市自動

車運転代行業継続支援金交付決定兼確定通知書（様式第３号）により申請者に通知する

とともに、併せて支援金を支払うものとする。 

２ 市長は、前条の規定により支援金の交付をしないことを決定したときは、速やかに申

請者に対し、鉾田市自動車運転代行業継続支援金不交付決定通知書（様式第４号）によ

り通知する。 

（交付決定の取消し） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が次の各号に該当する場合には、前条第１項の規定による支援金の交付決定の全部又は

一部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

２ 市長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、

若しくは報告を求め、又は、関係機関へ照会することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により、交

付決定者に通知するものとする。 

（支援金の返還） 

第８条 市長は、前条の取消しを行った場合において、既に交付した支援金の全部又は一

部を返還させることができる。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書面により、

交付決定者に通知するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月 12 日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和３年６月 30 日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

の規定に基づきなされた交付申請に係る支援金の交付に係る手続に関しては、当該交付

等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。 


